[bookmark: JUMP_JYO_10_0_0]大崎上島町花づくり活動支援事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　町は、地域の美しい景観づくり、健康づくり、仲間づくり及び地域づくりの意識の向上を図るため、自主的な花づくり活動を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大崎上島町補助金等交付規則（平成１５年大崎上島町規則第３５号）に規定するもののほか、この要綱によるものとする。
　（対象事業）
第２条　補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を満たす花づくり活動とする。
（１）管理者が承諾した地域の公園、広場、集会施設、主要道路付近等公共性の高い場所への花づくりで、特定の個人又は企業等の施設を飾るものではないこと。
（２）花の耕作面積は、プランターで合計１０個以上、花壇では合計１０㎡以上であること。
（補助金交付の対象者）
第３条　補助金の交付を受けることができるものは、町内に居住する個人又は所在する団体で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
（１）自主的な活動として花づくり活動を行うもの
（２）１年以上継続して活動するもの
（３）美しい景観づくりや地域づくりに意欲のあるもの
（４）申請年度において、花づくり活動に対する他の公的補助制度を利用していないもの
 (補助金の額)
第４条　補助金の額は、補助事業に要した経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）とする。ただし、補助金の額は、１団体につき１０万円を上限額とする。
（補助対象経費）
第５条　補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
（１）花づくり活動に必要な花苗代 、肥料代、材料代及び消耗品費等
（２）花づくり活動を行うために必要な会議等にかかる会場の借上げ料
（補助金の申請）
第６条　補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書（様式第１号）及び町長が別に定める添付書類を所定の期日までに町長に提出しなければならない。
（補助金の交付決定）
第７条　町長は前条の規定による交付申請について、これを審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書（様式第２号）をもって補助金交付申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第８条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業を完了したときは、実績報告書（様式第３号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
２　前項の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して３０日以内、又は補助事業の完了した日の属する年度の３月末日のいずれか早い日とする。
（補助金の額の確定）
第９条　町長は、前条の規定による実績報告について、審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。
（補助金の交付）
第10条　町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

附　則
この告示は、平成２６年４月１日から施行する。

